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変 遷
 昭和２０年１０月 終戦直後の混乱から児童を救うため同仁学院設立(現在の児童養護施設あいの実)
 昭和２８年～３９年日高幼稚舎開設（町立保育所が出来るまで）
 昭和３８年 ３月 同仁学院後援会発足する
 平成 ２年 ４月 分園型グループホーム（高橋ホーム）の認可を受ける（～H１１．３月まで）
 平成４年 １月 養護施設不登校児童特別指導施設の指定を受ける
 平成５年 １０月 養護施設分園型自活訓練事業の指定を受ける（～H１２.９月まで）
 平成８年 ３月 老朽改築事業として児童寮・管理棟全面改築完成する
 平成１２年 １０月 地域小規模児童養護施設の認可（青葉ﾎｰﾑ～後の細田ﾎｰﾑ）～H２５．３月廃止
 平成１３年 １０月 児童家庭支援センターの認可を受ける(シャローム)
 平成１６年 ４月 小規模グループケアの認可を受ける

平成１６年 ４月 家庭支援専門相談員が配置される
 平成１６年 ７月 シオン子どもの家保育室（認可外保育室）の認可を受ける
 平成１７年 ４月 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）の開始
 （日高市・飯能市・入間市・狭山市・坂戸市からの委託）
 平成２４年１１月 里親支援専門相談員が配置される
 平成２５年 ４月 児童家庭支援センターシャロームの建物を新築、完成する
 平成２５年 ４月 ファミリーホーム「荒井ホーム（法人傘下）」 「細田ホーム（独立）」として

認可を受ける
 平成２５年１０月 一時保育事業の開始(日高市からの委託）
 平成３１年３月 一時保育事業を廃止
 令和元年10月 乳児院さまりあを開設

法人の歴史



児童養護施設 あいの実
２歳～１８歳（最長２０歳の誕生日まで） 定員４４名

子ども達ができるだけ家庭に近いかたちで生活できるよう、１つの寮に６～７名の子ども
が生活をしています。

担当ケアワーカーが交代で子ども達の生活のお世話をしています。



定員１５名

何らかの事情で子育てが難しく
なった親御さんに代わって新生児
～３歳くらいまでの子どもたちのお

世話しています。



荒井ホーム

里親型のグループホームです。定員６名。

現在、荒井夫婦と実子、児童相談所から委託された子ど
も達６名が生活しています。本体施設のあいの実とは別に
独自の行事やホームを退所した子ども達のアフターケアも

行っています。



地域からの相談を受け、必要な支援をする、子ども
に特化した 専門の相談機関

職員配置基準
相談員２名 心理担当職員１名

現在、全国に１４７センター

埼玉県には３センター
１、愛泉子ども家庭センター 加須市
２、児童家庭支援センターシャローム 日高市
３、らんざん児童家庭支援センター 嵐山町





シャロームにできること
①ソーシャルワーク
親御さん（相談者）の気持ちに寄り添いながら、ニーズに
合わせて関係機関を紹介したり、サービス利用に繋げた
り、助言をしたりする。
エンパワーメント・・・・・親御さんが自らの力によって行動

できるよう、サポートする。用者やその集団、コミュニティな
どが自らの力を自覚して行動できるよう、サポートすること
②お子さんの心理面接
行動観察、心理検査、心理的ケア 等

③アセスメント(評価）をおこない、必要なことは親御さんに伝
える。
・・・支援の方向性を伝え、今後の相談継続(シャロームを
利用するかどうか)を確認する。



シャロームにできること

①お子さんの所属機関（保育所、幼稚園、学校など）との連携
ミュニティなどが自らの力を自覚して行動できるよう、
②関係機関との連携（情報共有）・紹介

③医療機関との連携や受診に同行

④その他 必要な支援・・・・
依頼された学校や保育園などにお子さんを観察に行く
学校でお子さんと面接する
他機関と親御さんの面接に同席 など



Ⅰ、事業内容

①地域・家庭からの相談に応ずる

②市町村の求めに応ずる事業・・・個別ケースの助言

要保護児童対策地域協議会出席（日高市・飯能市・坂戸市・鶴ヶ島市）

③都道府県又は児童相談所からの委託による指導

④里親への支援

⑤関係機関との連携・連絡調整

Ⅱ、地域支援の窓口

①ショートステイ（日高市・飯能市・入間市・狭山市・坂戸市委託事業）

トワイライト（日高市委託事業 土休日・祭日保育）

Ⅲ、その他

①子ども虐待防止推進活動(市民まつりでオレンジリボンキャンペーン）

②里親制度普及活動（里親子の相談/里親制度普及講座（年１回）/里親サロン)

児童家庭支援センターシャローム



★ スタッフ （令和2年度現在）

施設長 本体施設あいの実と兼務

相談員 常勤１名 非常勤１名

心理士 常勤１名

★ 実績（平成２８年度）

児童家庭支援センターシャローム



大豆生田啓友先生

子育てセミナー

Ｅテレ「すくすく子育て」
に出演中！



日高市民まつり

手形スタンプ♪



里親さんのためのミニ講座

「愛着について」など



里親制度普及講座

制度説明
里親さん体験談 映画鑑賞会

「ありがとう オカン」



里親制度推進活動

福祉まつり・市民まつり



外階段

玄 関

シャローム



事務室

シャローム



面接室 面接室



プレイルーム（心理治療）

箱庭療法



★子どもと家庭に関する相談★

・養育不安 ・育てにくさ ・虐待

・発達 ・性格行動 ・障害

・しつけ ・不登校 その他・・・

相談内容



・民間機関

・相談は無料

・臨床心理士がいる

児童家庭支援センターの特徴



相談の流れ
１、インテーク・・・親御さんだけに来所していただき、困っていることにつ
いてお聞きします。

２、シャロームでできることを（機能）を説明し、相談を継続するかについ
て確認をします。

３、来所可能な曜日、時間等を確認して次回の来所予定を決めます。

４、親面談、子どもの心理面接を月１回から２回ほど継続。

５、必要に応じ、子どもの心理検査を実施

６、親御さんとの面談やお子さんの観察、検査等から分かってきたこと(ア
セスメント)についてを親御さんに報告。今後の支援について確認してい
きます。

７、継続支援（関係機関との連携、医療機関を紹介、サービス提案など）



こんな相談があります・・

①不登校・・・小学校高学年～中学生の相談が多いです。
力を自覚して行動できるよう、

②学校で友達や教師に対しての暴言、暴力がある
・・・・小学校３、４年生くらいに多いです。

③家庭内で親やきょうだいに暴言、暴力がある
・・・・小学生に多いです。

④養育者が子どもにイライラしてしまう
・・・・子どもが何歳でも起きています。



こんな相談があります・・

①不登校・・・小学校高学年～中学生の相談が多いです。
力を自覚して

★発達障がい、またその傾向があるお子さんについて、自分の持つ
力で頑張ってきたものの、頑張れきれなくなっているお子さん、また、
失敗体験が多く、自信が持てないお子さんが多いです。

★家庭環境、生育歴的なことが落ち着かず、安心感を持てず、不安
感が高いお子さんが多いです。

お子さんの安心感を高めるため、親御さんとの面談とお子さんの心
理面接をしながら、支援を継続します。

医療機関を利用し、医師の診断や服薬をお勧めするお子さんもいま
す。その場合は医療機関と連携し、診察に同行することもあります。



こんな相談があります・・

②学校で友達や先生に対しての暴言、暴力がある
・・・・小学校中学年から高学年くらいに多いです。

★発達障がい、またはその傾向がある。失敗体験、怒られ体験が
多く、自己防衛から他者への攻撃性が出ているお子さんがいます。

まずは安心感、安全感を取り戻すこと、成功体験を積み重ね、自
己肯定感を回復することが大事です。学校側の理解と協力が必
要です。学校とよく連携をしながら親御さんとの面談、お子さんの
心理面接を継続します。

医療機関を利用し、医師による診断や服薬によって落ち着くお子
さんも多く見られます。



こんな相談があります・・

③家庭内で親やきょうだいに暴言、暴力がある
・・・・小学生に多いです。

★発達障がい、またはその傾向によるもの、または、親御さんと
の関係不調によるものが多いです。

お子さんだけではなく、親御さんが発達障害がいをもつ、または
その可能性があるケースが増えています。お互いの言葉や行動
がお互いの刺激となって不調を起こしている場合が多くあります。

それぞれの性格傾向を自覚し、お互いに心と身体の距離をとる
ことにより改善が見られることがあります。

親御さんにも医療機関の利用を勧め、落ち着いてお子さんに関
われるよう支援をします。



こんな相談が多くあります・・
④親御さんが子どもにイライラしてしまう

・・・・子どもが何歳でも起きています。

★親御さんの成育歴や家族関係が関係している、または、親御
さんが発達障がい、またはその可能性がある場合も多いです。

親御さん自身も傷つき、自己肯定感が低く、協力者が少なく孤立
感を感じている場合が多いです。まずは、親御さんとの関係作り
に努め、安心して相談に来てもらえるようにします。不安感が強
いときは医療機関の受診（精神科）をお勧めします。

親御さんを理解し、支援するためにも複数の関係機関で情報を
共有することが多いです。
必要に応じて、お子さんについても心理士がケアします。



全体的に「発達障がい」に関係する相談が多いです。

発達障がいと言ってもそれぞれの特性、個性が違います。

特性によって、自分の努力ではコントロールできないことが多い、
またはその気づきができないことが多いので、すでに生きづらさ、
生活しづらさを感じて苦しい思いをしてきた方が来所されます。

発達特性として「嫌な体験を忘れない」ということがあるので、
「防衛」や「不安」が強いお子さん、親御さんが多いです。

同じ特性でもお子さんの育つ環境、経験、感じてきたことなどに
よって、その特性が強化されてしまったり、軽減されたりします。

まずはそれぞれの特性、個性、感じていることを理解し、それぞ
れの困り感に寄り添うことが大事だと考えています。



気を付けていること

・一人一人の悩みに寄り添う
・話しやすい配慮
・どんな話も受け止める
・批判をしない
・利用者の決定を尊重する
・個人情報を守る



本日は、

児童家庭支援センターシャローム

について最後までご覧いただきありが
とうございました。

おわりに・・・


